
Ⅵ 心豊かな社会をつくる 

３ 人権の尊重と相互理解の促進 
（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

 

293 

 

拡充 

 

外国人の受入れ・

共生事業 

 

378,089 

 

 

 

外国人住民が安心して暮らすことがで

きる生活環境づくり、外国人住民と日本

人住民が共に支え合う地域づくり等を推

進（№81、126、164、165、170、222、223、

246、268 一部再掲、№175 再掲） 

①日本語指導が必要な児童生徒等への

支援 

・帰国・外国人児童生徒に対し支援体

制を整備する市町村を支援  

・宍道高校における日本語指導体制

の強化          

・宍道高校以外の県立学校の支援体

制を整備 

・教職員研修の充実  

・外国人生徒に対し日本語指導や生

活指導等を行う私立高等学校等を

支援 

②外国人住民の生活や日本語学習の支援 

・日本語学習の機会を提供するた

め、地域・企業訪問型、オンライン

型の日本語教室を開催 

・地域の日本語教室の維持、活性化

等に取り組む市町村を支援 

・日本語教育人材（日本語教師、ボラ

ンティア）の育成、確保 

・多言語によるワンストップ型相談

窓口を設置 

・専門家（弁護士・臨床心理士）と連

携した相談体制を整備 

・外国人住民相談対応にかかる市町

村との連携強化 

・「外国人地域サポーター」を配置 

・県ホームページでの多言語変換機

能による情報提供を実施 

・ＳＮＳを活用した外国人住民への

情報伝達を実施 

・外国人患者が安全・安心に医療サ

ービスを受けられる体制を整備 

・多文化共生意識醸成のためのセミ

ナーを開催 

・多文化共生事業の企画立案を行う

国際交流員を配置        【拡充】 

・高等技術校において就職を希望す 

る定住外国人を対象とした職業訓 

 

環境生活部 
[文化国際課] 

政策企画局 
[広聴広報課] 

総務部 
[総務課] 

健康福祉部 
[医療政策課] 

[高齢者福祉課] 

商工労働部 
[雇用政策課] 

教育委員会 
[学校企画課] 

[学校教育課] 

 



 

練を実施 

③外国人を雇用する事業者等への支援 

・外国人雇用に関する企業向けの情

報提供窓口を設置 

  ・外国人材定着支援補助金  

   外国人材特有の事情に配慮した就

労・居住環境の改善に要する経費

の一部を助成 

   ［助成率］ハード 1/3 

   ［上限額］中小企業等 50 万円 

・企業向け外国人材のための日本語

学習支援        【新規】 

・外国人介護人材及び受入事業所を

対象に、円滑な就労・定着を図るた

めの集合研修を実施     【新規】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円） 

№ 区分 事業名 予算額 概要 部局名 

 

294 

  

ＬＧＢＴ等に関す

る相談支援事業 

 

 

2,340 

 

ＬＧＢＴ等の当事者やその家族、学校

や職場の関係者などが抱える悩みや不安

を解消するために、相談支援を実施 

 

 

環境生活部 
[人権同和対策

課] 

 

295 

  

女性保護事業 

 

 

 

121,976 

 

 

 

 様々な事情により日常生活や社会生活

を円滑に営む上で困難な問題を抱える女

性への相談活動やＤＶ（配偶者等からの

暴力）被害者等を一時保護し、問題解決に

向けて支援 

①女性相談事業 

・女性相談センターに女性相談支援

員等を配置し広く女性相談を実施 

・県民への啓発活動や適切な相談実

施のための研修会等を開催 

②性暴力被害者支援センター事業 

・女性相談センターが中心となり、関

係機関と連携して被害者を支援 

・民間支援団体と連携し、夜間休日の

支援体制を確保 

・男性・男児の性暴力被害者支援相談

窓口を設置し、相談支援を実施 

③ＤＶ被害者等保護事業 

・ＤＶ被害者等を一時保護所等にお

いて保護 

・ＤＶ被害者が一時保護所を退所す

る際に必要な生活資金や住宅資金

を貸付 

 

 

健康福祉部 

[青少年家庭課] 

 

 


